
2006年（平成18年）８月号 18

行
政
・
人
権
相
談

町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
行
政
に
対
す
る
意
見
や
要

望
、
ま
た
日
ご
ろ
生
活
す
る

上
で
の
困
り
事
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
内
容
の
相
談
を
受
け

る
た
め
の
行
政
相
談
と
人
権

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

九
月
の
相
談
日
は
次
の
と

お
り
で
す
。
秘
密
は
厳
守
さ

れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

い
で
く
だ
さ
い
。

■
九
月
十
一
日
（
月
）

■
午
前
十
時
〜
午
後
三
時

■
鶴
田
町
国
際
交
流
会
館

一
階

１
０
２
会
議
室

こ
れ
ま
で
、
青
森
地
方
裁
判
所
五
所

川
原
支
部
で
取
り
扱
っ
て
き
た
不
動
産

執
行
事
件
お
よ
び
債
権
執
行
事
件
は
、

平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
、
青
森
地

方
裁
判
所
本
庁
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
皆
さ
ま
に
は
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

◇
す
で
に
五
所
川
原
支
部
に
申
立
て
を

さ
れ
て
い
る
事
件

▽
平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
す
べ

て
青
森
地
方
裁
判
所
本
庁
で
取
り

扱
い
ま
す
。

◇
新
た
に
申
立
て
を
さ
れ
る
場
合

▽
五
所
川
原
支
部
管
内
の
事
件
は
、

平
成
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
す
べ

て
青
森
地
方
裁
判
所
本
庁
で
受
け

付
け
し
ま
す
（
郵
送
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
）。

◇
物
件
明
細
書
・
現
況
調
査
報
告
書
・

評
価
書
の
３
点
セ
ッ
ト
の
閲
覧

▽
五
所
川
原
支
部
管
内
の
不
動
産
執

行
事
件
の
３
点
セ
ッ
ト
は
、
平
成

十
八
年
九
月
一
日
以
後
は
青
森
地

方
裁
判
所
本
庁
と
五
所
川
原
支
部

の
双
方
に
備
え
置
き
ま
す
。
物
件

の
情
報
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

（http://bit.sikkou.jp/

）

※
五
所
川
原
支
部
で
入
札
書
の
受
け
付

け
や
特
別
売
却
の
買
受
申
出
は
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
五
所
川
原

町
で
は
、「
農
業
振
興
地
域
の
整
備

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
農
業
振
興

地
域
内
に
『
農
用
地
区
域
』
を
設
定
し
、

こ
の
区
域
を
農
業
上
の
用
途
に
供
す
る

土
地
と
し
て
定
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
農
用
地
区
域
内
の
土
地
を

農
用
地
以
外
の
用
途
（
住
宅
の
建
築
な

ど
）
に
あ
て
る
場
合
、
事
前
に
『
農
振

除
外
（
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
）』

の
申
請
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
申
請
の
受
け
付
け
は
、
三
月
と

九
月
の
年
二
回
で
、
受
け
付
け
の
翌
月

か
ら
各
関
係
機
関
と
の
調
整
・
協
議
や

公
告
・
縦
覧
な
ど
の
手
続
き
を
経
て
、

認
可
さ
れ
る
ま
で
最
短
で
も
約
六
か
月

間
を
要
し
ま
す
。

現
在
、
当
町
に
住
所
を
有
し
、
昭

和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
三

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
婚

姻
の
届
け
出
を
し
た
ご
夫
婦

◆
問
い
合
わ
せ
先

町
民
課

戸
籍
窓
口
係
（
内
線
１

５
８
）

労
働
保
険
と
は
労
働
者
が
失
業
し
た

場
合
に
生
活
の
安
定
を
図
る
た
め
の
失

業
給
付
を
行
う
雇
用
保
険
と
労
働
災
害

に
よ
り
負
傷
等
し
た
場
合
の
補
償
を
行

う
労
災
保
険
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
保
険
は
農
林
水
産
業
の
一
部
を

除
き
、
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
し
て

い
れ
ば
、
そ
の
事
業
主
は
加
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。厚

生
労
働
省
で
は
十
月
を
労
働
保
険

適
用
促
進
月
間
と
定
め
て
、
広
く
周
知

し
加
入
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。ま

だ
加
入
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い

事
業
主
の
方
は
、
今
す
ぐ
加
入
手
続
き

を
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。（
手

続
き
を
行
わ
な
い
場
合
、
職
権
に
よ
り

強
制
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。）

◆
問
い
合
わ
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原

適
用

係（
五
所
川
原
公
共
職
業
安
定
所
）

（
蕁
３
４
―
３
１
７
１
）

◆
受
付
時
間

平
成
十
八
年
九
月
一
日
（
金
）
〜

二
十
五
日
（
月
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

産
業
観
光
課

農
政
振
興
係
（
内

線
２
９
２
）

町
で
は
、
平
成
十
八
年
度
の
金
婚
式

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
な
お
対

象
と
な
る
ご
夫
婦
に
は
、
後
日
詳
し
い

内
容
を
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

◆
日
時平

成
十
八
年
十
月
八
日
（
日
）

午
前
十
一
時
〜

◆
場
所国

際
交
流
会
館
ホ
ー
ル

◆
顕
彰
者
の
資
格

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
五
所
川
原

労
働
保
険
の
加
入
手
続

き
は
お
す
み
で
す
か

町

民

課

結
婚
50
年
を
祝
い

金
婚
式
を
開
催
し
ま
す

青
森
地
方
裁
判
所

不
動
産
・
債
権
執
行

事
件
に
つ
い
て

産

業

観

光

課

農
振
除
外
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

国民健康保険税
第２期

納期限８月31日（木）

町・県民税
第２期

納期限８月31日（木）

今 税納の月
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夕
ぐ
れ
窓
口

九
月
の
夕
ぐ
れ
窓
口
を
次

の
と
お
り
町
民
課
窓
口
で
開

設
し
ま
す
。

■
九
月
一
日
（
金
）、
十
五
日

（
金
）

■
午
後
五
時
十
五
分
〜
六
時

十
五
分

閉
庁
後
に
戸
籍
抄
本
・
謄

本
（
午
後
五
時
ま
で
に
電
話

で
の
申
し
込
み
が
必
要
）
や

印
鑑
証
明
書
、
住
民
票
が
必

要
な
方
、
町
に
対
す
る
苦
情

や
意
見
、
要
望
の
あ
る
方
は
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。

教
育
相
談
電
話

子
ど
も
の
悩
み
や
心
配
事

の
相
談
を
電
話
で
受
け
て
い

ま
す
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

□
教
育
委
員
会

蕁
２
２
―
２
１
１
１

内
線
２
１
０
・
２
５
０

□
公
民
館

蕁
２
２
―
６
０
１
７

■
月
〜
金
曜
日

午
前
八
時

三
十
分
〜
午
後
四
時
三
十

分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
祭

日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

藺月 日 ９月19日（火）
藺受 付 午後１時～１時30分（当日

受け付け）
藺場 所 鶴遊館
藺対 象 生後３か月～90か月未満
※このワクチンは、90か月未満までに
２回受けて終了となります。（８月は
ありません）

現在入院中で、平成18年７月31日ま
での減額認定証「老人医療費の限定
額適用・標準負担額認定証」をお持
ちの方で、平成18年度も住民税非課税
の方は、改めて申請が必要です。
８月中に申請してください。
・申請に必要なもの
①保険証 ②医療受給者証
③認印
※申請・問い合わせ先
保健福祉課 衛生係（内線138）

な
た
に
か
わ
っ
て
登
記
お
よ
び
筆
界
特

定
手
続
き
を
代
行
い
た
し
ま
す
。
土
地

の
境
界
問
題
で
お
困
り
の
方
、
そ
の
他

の
建
物
や
土
地
の
表
示
登
記
・
筆
界
特

定
手
続
き
な
ど
に
関
し
て
ご
相
談
承
り

ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

青
森
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
（
蕁

０
１
７
―
７
２
２
―
３
１
７
８
）

県
で
は
、
事
業
を
行
っ
て
い
る
個
人

で
、
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
に
、

個
人
事
業
税
の
納
税
通
知
書
を
お
送
り

し
て
い
ま
す
。
第
一
期
の
納
期
は
八
月

三
十
一
日
（
木
）
で
す
の
で
、
お
近
く

の
金
融
機
関
な
ど
で
早
め
に
納
め
ま
し

ょ
う
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

五
所
川
原
県
税
事
務
所

課
税
課

（
蕁
３
４
―
３
１
４
１
）

恩
給
欠
格
者
の
方
々
、
ま
た
は
引
揚

者
の
方
々
に
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

な
ど
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。
請
求
書
類

は
保
健
福
祉
課
福
祉
係
に
あ
り
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
（
薔
０

１
２
０
―
２
３
４
―
９
３
３
）

支
部
用
の
入
札
書
や
振
込
用
紙
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
。
本
庁
用
の
用
紙
を
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。
五
所
川
原
支
部
に
も

備
え
置
い
て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

青
森
地
方
裁
判
所

民
事
部
執
行

係
（
蕁
０
１
７
―
７
２
２
―
５

３
５
１
）

土
地
家
屋
調
査
士
は
不
動
産
登
記
に

お
け
る
土
地
の
分
筆
登
記
、
建
物
表
示

登
記
な
ど
を
通
じ
て
市
民
に
密
接
に
関

係
あ
る
業
務
に
携
わ
っ
て
お
り
ま
す

が
、
今
年
度
も
土
地
家
屋
調
査
制
度
広

報
の
一
環
と
し
て
表
示
登
記
無
料
相
談

会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時平

成
十
八
年
十
一
月
十
九
日（
日
）

午
前
十
時
〜
午
後
三
時
三
十
分

◆
会
場青

森
市
「
ア
ウ
ガ
五
階
研
修
室
」

弘
前
市
「
弘
前
市
民
会
館
二
階
会

議
室
」

八
戸
市
「
八
戸
市
民
会
館
二
階
会

議
室
」

十
和
田
市
「
十
和
田
市
中
央
公
民

館
ホ
ー
ル
」

※
当
日
は
電
話
に
よ
る
無
料
相
談
も
行

い
ま
す
。
調
査
士
会
館
事
務
局
電
話

（
蕁
０
１
７
―
７
２
２
―
３
１
７
８
）

土
地
家
屋
調
査
士
は
、
表
示
登
記
・

筆
界
特
定
手
続
き
の
専
門
家
で
す
。
あ

４か月児健康診査
藺月 日 ９月６日（水）
藺受 付 午後１時～１時10分
藺場 所 鶴遊館
藺対 象 平成18年４月生まれ
10か月児健康診査
藺月 日 ９月６日（水）
藺受 付 午後１時30分～１時40分
藺場 所 鶴遊館
藺対 象 平成17年10月生まれ
1歳６か月児健康診査
藺月 日 ９月20日（水）
藺受 付 午後０時30分～０時40分
藺場 所 鶴遊館
藺対 象 平成16年12月

平成17年１・２月生まれ
※バスタオル・母子手帳を忘れずにお
持ちください。また、風邪などの病気
のあるお子さんは次回の健診を受けら
れますので、事前に保健師まで連絡し
てください。

乳 幼 児
健康診査

ＢＣＧ接種には事前の電話申し込み
が必要となります。母子手帳を確認の
上、お申し込みください。（定員に達
し次第、次回の接種日となります）
藺月 日 ８月23日（水）
藺受 付 午後１時～１時30分（要電

話申し込み）
藺場 所 鶴田町立中央病院
藺対 象 生後６か月未満の乳児

※申し込み・問い合わせ先
保健福祉課 衛生係（内線138・139）

藺月 日 ８月30日（水）
藺時 間 午前10時～午後４時
藺場 所 豊明館

Ｂ Ｃ Ｇ

青
森
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

表
示
登
記
無
料
相
談
会

開
催
の
お
知
ら
せ

ポ リ オ

献 血

老人医療受給者の皆さまへ
・昭和７年９月30日以前に生まれた方
・一定の障害のある65歳以上の方

五
所
川
原
県
税
事
務
所

個
人
事
業
税
の
納
付
は

お

早

め

に

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

恩
給
欠
格
者
・
引
揚
者

の

皆

さ

ま

へ


